
宮代町・日本薬科大学・株式会社セキ薬品・東武レジャー企画株式会社の連携に関する 

協定書 

 

 

宮代町（以下「甲」という。）と日本薬科大学（以下「乙」という。）と株式会社セキ薬

品（以下「丙」という。）と東武レジャー企画株式会社（以下「丁」という。）は、これま

での連携の成果をさらに発展させるため、相互の連携に関する基本事項について、次のと

おり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲、乙、丙及び丁が相互の密接な連携により、地域課題に迅速かつ適

切に対応し、活力のある個性豊かなまちづくりの発展に寄与することを目的とする。 

 

（連携事業） 

第２条 甲、乙、丙及び丁は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携す

る。 

（１）健康づくりに関すること 

（２）産学官連携による研究・開発、産業の振興に関すること 

（３）薬学の分野における学校教育支援に関すること 

（４）その他、前条の目的を達成するために必要な事業に関すること 

 

（経費負担や責任分担等） 

第３条 甲、乙、丙及び丁は、前条に掲げる事項の個別事業の実施に当たり、経費負担や責

任分担等について別途協議し、必要に応じて覚書を交わす。 

 

（連携推進会議） 

第４条 甲、乙、丙及び丁の相互協力による事業を円滑に実施するため、必要に応じて、横

断的、総合的観点から、協議を行なうこととする。 

 

（守秘義務） 

第５条 甲、乙、丙及び丁は、本協定に基づく協力により知りえた情報については、事前

に相手方の同意を得た情報以外の情報を第三者に対して開示又は漏洩してはならない。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第６条 甲、乙、丙及び丁は、自己または自己の代理人が、次に掲げる事項についていず

れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 

（１）暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから５年を経過しない者、暴力団準

構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、または特殊知能暴力

集団等、その他これらに準ずる者（以下「暴力団員等」という。） 



（２）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

（３）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

（４）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える

目的をもってするなど不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する

こと 

（５）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている

と認められる関係を有すること 

（６）役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべ

き関係を有すること 

 

（その他） 

第７条 本協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲、乙、丙及び丁が

別途協議の上、決定する。 

 

本協定の締結を証するため、本協定書を４通作成し、甲、乙、丙及び丁はそれぞれの１

通を保有する。 
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